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平成２８年第５回当別町議会臨時会 第１日

平成２８年７月２０日（水曜日） 午前１０時００分開会

議 事 日 程 （第１号）

開会・開議

議事日程の報告

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 議案第 １号 （仮称）当別町道の駅建設工事（電気設備）請負契約について

第 ４ 議案第 ２号 （仮称）当別町道の駅建設工事（機械設備）請負契約について

閉 会
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◎開会・開議の宣告 （午前１０時０４分）

〇議長（後藤正洋君） おはようございます。ただいまの出席議員15名、定足数に達して

おりますので、平成28年第５回当別町議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

休憩いたします。

休憩 午前１０時０４分

再開 午前１０時０４分

〇議長（後藤正洋君） 再開します。

◇

◎議事日程の報告

〇議長（後藤正洋君） 議事日程ですが、さきに配付されております日程表により議事に

入ります。

◇

◎会議録署名議員の指名

〇議長（後藤正洋君） 日程第１、会議録署名議員の指名ですが、会議規則第125条の規

定により、

１２番 市 川 正 君

１３番 髙 谷 茂 君

を指名いたします。

◇

◎会期の決定

〇議長（後藤正洋君） 日程第２、会期の決定ですが、さきに議会運営委員会を開催し、

協議の結果、平成28年７月20日、本日１日間といたしましたが、これにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 異議なしと認め、会期は本日１日間とすることに決定いたしまし

た。
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◇

◎議案第１号の上程、説明、質疑、採決

〇議長（後藤正洋君） 日程第３、議案第１号を上程いたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（宮司正毅君） ただいま議題となりました議案第１号 （仮称）当別町道の駅建

設工事（電気設備）請負契約につきまして、提案の説明を申し上げます。

本工事請負契約は、平成28年７月12日に５社による指名競争入札に付したところ、株式

会社ドウデンが6,026万4,000円で落札いたしましたので、同社と契約を締結するため議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を得ようとするものであります。

よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。

〇議長（後藤正洋君） 質疑を求めます。

３番、鈴木君。

〇３番（鈴木岩夫君） 議案第１号の電気設備について質疑したいと思います。

昨日の総務文教常任委員会でも議論になった点ですけれども、その議論を経て疑問がま

だ残るということで質疑をしたいと思います。

それで、１つはこの電気設備が事業費の約半分ちょっと超えたぐらいで落札していると

いうこと、それから一方では本体工事については残念ながら落札できなかったということ

であります。それで、建設工事の管理業務委託、これ今回ドーコンが落札していますけれ

ども、ここは基本設計から実施設計等々ずっとかかわってきているわけです。そういう意

味では、今回の入札についてもこのドーコンが相談相手といいますか、いろいろ町と相談

しながら決めていっているのでないかなと思うわけですけれども、一方では事業予算の半

分程度で落札、一方では予定価格を全て超えてしまう中で不落という結果が出ているわけ

ですけれども、そういう状況からして町民として本当に町民にとって負担が少ないという

点で下げればいいという、そういうことでもないというように思うわけ。また、もちろん

不落になったということは事業予算オーバーということで、高過ぎても困るということが

あるわけですけれども、多くはきちんとした工事できるのかという疑問があるわけです。

そういった中で、相談して進めているにもかかわらず、こういうふうに一方では半分程度

の落札値段で落札するということで、国では町民にとって不利益にならないように入札最

低価格というようなことで改善もされて、この４月からまた新しい数字でもって、それに

準拠してやるようにということ通達も出しているわけですけれども、そこで当別町として

そういう基準に沿ってやっているのかということが１つあります。

あと１つは、条件つき一般競争入札ということや指定競争入札というようなことで、地
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方のさまざまな今抱えている課題と建設不況といいますか、そのことが地域の方々の生活

を本当に脅かす状況も生まれているわけですけれども、そういった中でできるだけ地元の

建設業者を育てていくといいますか、そして地域を活性化していくという点では地元の業

者がそういった事業に携わるということで非常に大事なわけですけれども、しかし一方で

は地元の業者との癒着等々の心配もあるというようなことで、いろいろさまざま問題があ

るわけですけれども、きのうの委員会の中でできるだけ当別町も一般競争入札に流れとし

てはそういう方向にやっていきたいということがありました。それで、そことのかかわり

でこの地元業者を育てるというところも、今後そういう一般競争入札を変えていくという

中でそことのかかわりをどんなふうに知恵を出し合ってやっていくかというのが大きな課

題になってくるのですが、今回の入札とかかわって、今後の見通しも含めて考えがあった

らお聞きしたいなと。

以上です。

〇議長（後藤正洋君） 今鈴木君から２点質問がありましたけれども、入札制度と今後の

ことについては、今回電気設備工事のことでありまして、一般質問でしていただいたほう

がいいかなというふうに私は思います。

それで、今入札の承認の件ですから、今の質問の２点の中で理事者側で答弁できる部分

については答弁させますけれども、その範囲でということで了解ください。

それでは、ただいまの質問に対する答弁を求めます。

暫時休憩します。

休憩 午前１０時１３分

再開 午前１０時１４分

〇議長（後藤正洋君） 再開します。

参与。

〇企画部参与（吉尾雅昭君） 鈴木議員さんのご質問にお答えいたします。

まず、低価格入札に関するものでございましたけれども、こちらについては実際に今回

落札をいただきましたドウデンさんという会社につきましては、以前当別の建築工事のほ

うの電気設備もやっているという実績があったと聞いております。その中で町としての実

績もございますし、今回私ども入札担当でございましたけれども、入札後に入札結果を聞

きながら、ドウデンさんも実際に私どものところに来て一生懸命頑張りますので、よろし

くお願いしますというお声もいただきました。その中では、今回半額近い入札ではありま

したけれども、私どもとしましては間違いなくやっていただけると、過去の実績を見ても

問題ないと判断した次第でございますので、今回議会のほうに提案しているということで

ございます。
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条件つき一般競争入札は、私わかりかねますので、お答えできないのですけれども、よ

ろしいでしょうか。

以上でございます。

〇議長（後藤正洋君） 13番、髙谷君。

〇１３番（髙谷 茂君） 今回の電気設備工事で予算提案されているのですけれども、本

来この金額大きくなりますけれども、全て一体に本体工事も電気工事も機械設備工事も一

体にして予算を出すという、入札をするという方法もあるのでしょうけれども、条件つき

一般競争入札にすることによって、これを何個かに分けることによって地元の業者も参加

できるような仕組みをしっかり有効に使って、こういうように発注をされたということな

のです。先ほど議員協議会の中でも質問させていただいたのですけれども、今回の場合そ

の主体である本体工事が不落に終わった場合、それに続く入札もやめることができるかと

いうような話を私はさせていただいたのですけれども、これについてはなかなか技術的に

難しいと。競争入札というのは、４つなら４つ並べて一遍にしていく制度なのでというよ

うなことでありました。それはそれで納得させていただくのですけれども、基本的に例え

ば今回のような場合、今まで当別町でも最近はこういう一体でできるものを幾つかに分け

ることによって工事発注するという方法をとっているのですけれども、これまでに本体が

不落で他の設備とか機械だとか外構だとかというのだけが落札されたというような形態は

今までに当別町はあったのかどうかということについてお伺いをいたします。

〇議長（後藤正洋君） 参与。

〇企画部参与（吉尾雅昭君） 私の記憶でしかお話しできないのですけれども、一応30年

ぐらい入札の状況を見ていますけれども、大体が建築工事がなると建築主体、それから機

械、電気という３つに分けてやっていますけれども、いまだかつて建築主体の部分が不落、

不調に終わったというのは記憶にございません。

以上でございます。

〇議長（後藤正洋君） 髙谷君。

〇１３番（髙谷 茂君） これから先言えば、今鈴木さんと同じように一般質問のほうが

ふさわしいのだというふうに思いますので、これ以上は言いませんけれども、要するに今

回提案されたところに委員会の中で意見百出したのはなぜかというと、実はこれまでにこ

ういう状況はなかったからなのです。本体工事が不落なのに、そのほかが全部行くという

ようなことは多分なかったのです。ですから、我々議員もここに相当違和感を感じるので

す。慎重にやっていただくということについては、私はそれでいいと思いますし、この議

決がどうのこうのではないのですけれども、ただ私議員協議会でも言いましたけれども、

これが法律に反するのですか。つまり主体の工事が不落になった場合、それ以後の入札を

中断する、やめるということが法律上禁止されていますかということをお伺いしたのです。

それは、きょうの議運でも議員協議会の中でもいろんな意見ありました。例えば主体工事

が設計変更されたら、ほかの電気設備だとか機械設備に大きな影響与えないのかという、
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そういう心配をされる議員さんもおられたのです。ですから、法律的に禁止されないので

あれば、きょう副町長が説明されたように、では契約をする入札の要件の中に当別町の入

札はそういうこともあるのだということを一筆書き加えることによって、そういうことが

できるというような方向ができるかどうか。これ以上は意見になりますから、そういうこ

とも私は今後とも、初めてのケースということであれば今後検討していく価値はあるので

ないかなということで終わります。

〇議長（後藤正洋君） そのほか質疑ありますか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 質疑を打ち切って、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 異議なしと認め、質疑を打ち切り、討論を省略して、議案第１号

は原案のとおり可決することに決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 異議なしと認め、議案第１号は原案のとおり可決することに決定

いたしました。

◇

◎議案第２号の上程、説明、質疑、採決

〇議長（後藤正洋君） 日程第４、議案第２号を上程いたします。

提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（宮司正毅君） ただいま議題となりました議案第２号 （仮称）当別町道の駅建

設工事（機械設備）請負契約につきまして、提案の説明を申し上げます。

本工事請負契約は、平成28年７月12日に大栄建工株式会社と見積もり合わせを行い、１

億3,500万円で同社と契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を得ようとするものであります。

よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。

〇議長（後藤正洋君） 質疑を求めます。

〔「なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 質疑を打ち切って、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 異議なしと認め、質疑を打ち切り、討論を省略して、議案第２号

は原案のとおり可決することに決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇議長（後藤正洋君） 異議なしと認め、議案第２号は原案のとおり可決することに決定
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いたしました。

◇

◎閉会の宣告

〇議長（後藤正洋君） 以上で本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしまし

た。

本日の会議を閉じます。

平成28年第５回当別町議会臨時会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでございました。

（午前１０時２０分）
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地方自治法第１２３条の規定により署名する。

平成２８年 月 日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


